
 

 

   

33
年
法
律
第
１
４

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

令
和
４
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施

 

▼
試
験
日
時 

令
和
４
年
８
月
25

 

午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
４
時
ま
で 

▼
試
験
地 

は
受
験
票
に
よ
り

 

▼
試
験
科
目
及
び
試
験
方
法 

び
調
理
理
論

に
つ
い
て
の
筆
記
試
験 

▼
受
験
資
格 

22
年
法
律
第
26

57
条
に
規
定
す
る
者

多
数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て

供
与
す
る

の
施

設
又
は

そ
う
ざ
い

そ
う
ざ
い
製

造
業
に
掲
げ
る
営
業
に
お
い
て
令
和
４

年
５
月
20
日

ま
で
に
２
年
以
上
調

理
の
業
務
に
従
事
し
た
者

 

▼
受
験
願
書
受
付
期
間 

か
ら
令
和

４
年
５
月
20

ま
で
に
最
寄
り
の

保
健
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

 

▼
提
出
書
類 

(1)
調
理
師
試
験
受
験
願
書 

１
部 

(2)
調
理
師
試
験
受
験
者
整
理

 

１
部 

(3)
調
理
師
試
験
入
力
通
知
書 

１
部 

▼
受
験
手
数
料 

に
相
当
す
る
額
面
の
北

海
道
収
入
証
紙 

▼
合
格
発
表 

令
和
４
年
10
月
14

 

※
受
験
案
内
の
配
付

保
健
所
で
行
い

 
※
詳

名
寄
保
健
所
企
画
総
務
課

企
画
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

名
寄
保
健
所
企
画
総
務
課
企
画
係 

電
話 

０
１
６
５
４―
３―

３
１
２
１ 

    

れ
等
を
行
う
際
の
届
出
に
つ
い

 火
災
と
紛
ら
わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を

発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

を
営

む
上
で
や
む
を
得
な
い
野
焼

す
る

な
準
備
が
な
さ
れ
て
い

る
場
合

住
民
が
火
災
と
間

違
え
て
通
報
し
消
防
隊
が
出
動
す
る
な

ど

混
乱
を
防

こ
れ
ら
の
行
為

を
実
施
す
る
場
合
は
事
前
に
消
防
署
に

届
け
出
が
必
要
で
す

 

電
話
又
は
届
出
様
式(

火
災
と
ま
ぎ
ら

わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
行
為
の
届
出
書)

消
防

署
剣
淵
支
署
へ
届
出

 

野
外
に
お
け
る
廃
棄
物
焼
却
行

為
に
つ
い
て
は

一
部
の
例
外
を
除
き

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

に
よ
り
禁
止

 

※
様
式
は
消
防
署
剣
淵
支
署
の
事
務
所

で
受
け
取
り
又
は
士
別
地
方
消
防
事

務
組
合
の

か
ら
ダ
ウ

 

※
強
風
時
や
乾
燥
注
意
報
・
火
災
警
報
が

発
令
さ
れ
て
い
る
場
合
は
焼
却
で
き

 

※
消
防
へ
の
届
出

焼
却
等
の
行
為
を

許
可

 

▼
士
別
地
方
消
防
事
務
組
合

 

h
t
t
p
:
//
s
h
ib
e
t
su
1
1
9.
c
o
m 

▼
届
出
を
必
要
と
す
る
行
為 

こ
の
届
出

消
防
機
関
が
実
施
状
況

を
把
握
す
る
た
め
火
災
予
防
条
例
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

 

(1)
農
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い

野
焼
き
を
す
る
よ
う
な
場
合 

(2)
そ
の
他
著
し
く

が
出
る

よ
う
な
作
業
等
を
す
る
場
合 

(例)
ど
ん
ど
焼

 

 

等 

▼
火
入

注
意
事
項 

①
夜
間
の
火
入
れ
は
行

 

②
飛
び
火
の
警
戒
及
び

を
確
実
に
行

 

③
焼
却
中
は
消
火
器
等
消
火
の
準
備
を

現
場
を
離
れ
な
い
こ

 

④
近
隣
の
住
民
に
迷
惑
の
か
か
ら
な
い

よ
う
に
行

 

⑤
一
度
に
多
量
の
焼
却

 

⑥
煙

交
通
障
害
の
お
そ
れ
が
あ

る
場
合

措
置
を
講

 

⑦
気
象
の
変
化

充
分
に
注
意
し
危

険
と
思
わ
れ
る
と
き
は
速
や
か
に
中

止

 

 

の
旧
規
格
消
火
器
は
交
換
が

必
要

 

事
業
所
等
に
設
置
し
て
い
る
業
務
用

消
火
器
は
旧
規
格
の
ま
ま
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か

 

法
令
改
正
に
よ
り
旧
規
格
の
消
火
器

は
今
年
か
ら
消
火
器
と
認
め
ら
れ
な
く

早
急
に
交
換
を
お
願

 

消
火
器
の
新
規
格
と
旧
規
格
の
区
別

令
和
４
年
度
調
理
師
試
験
の 

実
施
に
つ
い
て

消
防
か
ら
の
お
願
い 



 

 

は
白
・
黄
・
青
の
円
で
示
さ
れ
た

適
応

火
災

を
確
認

 
適
応
災
害

内
が
文
字
表
示
の

消
火
器
が

の
物
が
新
規

格
の
消
火
器

 

事
業
所
が
設
置
し
た
消
火
器
を

は
じ
め
と
し
た
消
防
用
設
備

半
年
ご

と
の
点
検
が
必
要

旧

規
格
消
火
器
の
交
換
と
合
わ
せ
て
消
防

設
備
業
者
に
お
問
い
合

 

消
防
署
で
の
点
検･

交
換
等
は

行

承
知
願
い

 

◇
お
問
い
合
わ
せ 

士
別
地
方
消
防
事
務
組
合
消
防
署 

剣
淵
支
署 

電
話 

34―

２
１
３
２ 

 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

34―

３
８
０
０ 

 

び

 

 

▼
講
習
日 

 

令
和
４
年
９
月
28

 

 

令
和
４
年
９
月
29

 

 
 

▼
講
習
場
所 

 

士
別
市 

▼
申
込
期
間 

 

令
和
４
年
８
月
16

 

 

令
和
４
年
８
月
23

 

▼
申
込
先

 

一
般
社
団
法
人
日
本
防
火
・
防
災
協
会

で
受
け
付
け
て
い
ま

 

▼

 

h
t
t
p
s
:/
/
w
ww
.
b
ou
k
a
-b
o
u
sai

.
j
p
/ 

h
p
/
l
e
c_
i
n
fo
/
f
ui
d
e
_p
r
o
ced

u
r
e
. 

h
t
m
l 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

一
般
社
団
法
人
日
本
防
火
・
防
災
協
会

で
ご
確
認

 

 

 
▼
受
験
申
込
方
法 

 

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン

北
海
道
支
部
か
ら
願
書
を
取
り
寄

願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
及
び
試
験

手
数
料
支
払
証
明
書
を
添
付
し
期
日
ま

で
に
同

に
申
込
み
し
て
く
だ

 

 

か
ら
電
子
申
請

す
る
こ
と
も
可
能

 

詳

を
ご
確
認

 

 

h
t
t
p
s
:/
/
w
ww
.
s
yo
u
b
o-
s
h
ike

n
.
o
r
. 

j
p
/
k
i
ke
n
b
ut
s
u
/g
u
i
de
.
h
tml

 

▼
試
験
日
程
等 

 

下
記
の
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

 

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン

北
海
道
支
部 

住
所 

札
幌
市
中
央
区
北
５
条 

西
６
丁
目
２―

２ 

 

電
話 

０
１
１―

２
０
５―

５
３
７
１ 

          

８
０
０ 

            

 

   

令
和
４
年
度
か
ら
児
童
扶
養
手
当
額

が
０
・
２
％
の
引
き
下
げ
と
な
り
ま
す

 

ご
不
明
な
点

お
問
い
合
わ
せ
く
だ

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
環
境
生
活

 

電
話 

26―

９
０
２
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（児童扶養手当額改定一覧表） 

区 分 従来の手当額 
令和４年４月 

改定後の手当額 

手当本体 

全部支給 43,160 円 

一部支給 43,150 円～10,180 円 

43,070 円（▲90 円） 

43,060 円～10,160 円 

（▲90 円～▲20 円） 

第２子加算 

全部支給 10,190 円 

一部支給 10,180 円～5,100 円 

10,170 円（▲20 円） 

10,160 円～5,090 円 

（▲20 円～▲10 円） 

第３子以降加算 

全部支給 6,110 円 

一部支給 6,100 円～3,060 円 

6,100 円（▲10円） 

6,090 円～3,050 円 

（▲10 円） 

児
童
扶
養
手
当
額
の
変
更
に
つ
い
て 

講習 

場所 
試験日 申込期間(電子) 申込期間(書面) 

試験の種

類 

名寄市 
令和４年 

６月 19 日（日) 

令和４年５月６日（金） 

～令和４年５月 13 日（金） 

令和４年５月９日（月） 

～令和４年５月 16 日（月） 
乙・丙種 

旭川市 
令和４年 

７月 24 日（日） 

令和４年６月 13 日（月） 

～令和４年６月 20 日（月） 

令和４年６月 16 日（木） 

～令和４年６月 23 日（木） 
甲・乙・丙種 

旭川市 
令和４年 

10 月２日（日） 

令和４年８月 19 日（金） 

～令和４年８月 26 日（金） 

令和４年８月 22 日（月） 

～令和４年８月 29 日（月） 

甲・乙・丙種 

名寄市 乙・丙種 

旭川市 
令和５年 

１月 22 日（日） 

令和４年 11 月 25 日（金） 

～令和４年 12 月 2 日（金） 

令和４年 11 月 28 日（月） 

～令和４年 12 月 5 日（月） 
甲・乙・丙種 

 



 

 

 

  
山
菜
採
り
に
よ
る
事
故
の
防
止 

慣
れ
た
山
に
も
隠
れ
た
危
険
が
！

 
に
入

行
者
ニ
ン
ニ

ク
や
タ
ケ
ノ
コ
等
の
山
菜
を
求
め
て
入

山

山
中
で
道
に
迷

沢
に
転

落
す
る
事
故
が
発
生

 

慣
れ
た
山

油
断

危
険

な
落
と
し

が
あ
る
こ
と
を
忘

次
の
点
に
注
意

 

①
行
き
先
を
家
族
に
伝

 

行
き
先
が
分

捜
索
開
始

が
遅

 

行
き
先
や
帰
宅
時
間
を
家
族
に
伝
え

 

②
無
理
に
山
奥
に
入
ら
な
い
よ
う
に
し

 

慣
れ
た
山

油
断
は
禁
物

 

自
分
の
体
力
や

や
時
間
に

合
わ
せ
た
行
動

 

③
単
独
で
の
入
山
は
避

 

万
が
一
迷

怪
我
を
し
た

一
人
で
は
救
助
要
請

 

複
数
で
出

 

山
の
中

絶
え
ず
声
を
か

け
合

互
い
の
位
置
を
確
認

 

 

④
目
立
つ
色
の
服
装
で
入
山

 

万
が
一
遭
難
し
た

ヘ
リ
コ
プ
タ

上
空
か
ら
救
助
に
向
か
う
場
合
も

 

上
空

赤
色
や
白
色
系
の
服
装

が
目
立

発
見

 

⑤
携
帯
電
話
や

を
持
ち
ま

 

携
帯
電
話

非
常
時
の
連
絡

手
段

助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で

 

周
囲

に
自
分
の
存
在
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

士
別
警
察
署 

電
話 

23―

０
１
１
０ 

    

外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発

 

国
内
で
就
労
し
て
い
る
外
国
人
は
多

数

就
労
状
況
を
見
る

社
会
保
険
等
の
未
加
入
や
適
正
な
労

働
条
件
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
等
の
問

題
が
散
見

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

外
国
人

を
雇
い
入
れ
る
際

次
の
３
点
を
ご
確

認

 

①
就
労
が
認
め
ら
れ
る
在
留
資
格
が
あ

る
こ
と

 

②
雇
い
入
れ
・
離
職
の
際

れ

に
届
出
を
行
う
こ

 

③
労
働
保
険
・
社
会
保
険
等
の
加
入
を
は

じ
め
適
正
な
雇
用
管
理
を
行

 

 

厚
生
労
働
省
で
は
労
働
施
策 

総
合
推
進
法
に
基

外
国
人
労
働
者

の
適
正
な
雇
用
管
理
の
た
め
の
指
針
を

定

確
認
い
た
だ

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
際

ル
を
守

適
正
に
雇
用
す
る
よ
う
お

願

 

 

問
い
合
わ
せ
に
つ
き
ま
し
て

近
く
の

又
は
労
働

基
準
監
督
署
ま
で
お
願

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

士
別 

電
話 

23―

３
１
３
８ 

名
寄
労
働
基
準
監
督
署 

電
話 

０
１
６
５
４―

２―

３
１
８
６ 

    

生
活
や
仕
事
の
こ
と
で
お
困
り
の
方

を
対
象

を
開

催

生
活
や
仕
事
に
関
わ
る

相
談
く
だ

 

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

開
催
日
の

前
日
ま
で
に
お
申
し
込

 

▼
日
時 

 

令
和
４
年
４
月
19

 

令
和
４
年
５
月
17

 

①
午
前
10
時

午
前
10
時
50
分 

②
午
前
11
時

午
前
11
時
50
分 

▼
場
所 

 

ふ
れ
あ
い
健
康

 

▼
談
対
象
者 

 

生
活
・
仕
事
に
つ
い
て
お
悩
み
の

 

▼
申
込
期
日 

開
催
日
の
前
日
午
後
３
時
ま
で
に
電

又
は

で
予
約

 

▼
相
談
料 

 

無
料 

◇
お
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先 

か
み
か
わ
生
活
あ
ん
し
ん

 

住
所 

旭
川
市
豊
岡
１
条
２
丁
目 

１―

16 

電
話 

０
１
６
６―

38―
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Ｆ
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０
１
６
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２
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a
n
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h
i
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k
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k
a
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1
9
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o
k
kai

d
o
. 

j
p
 

士
別
警
察
署
か
わ
ら
版 

厚
生
労
働
省
か
ら
の
お
知
ら
せ 

の 

開
催
に
つ
い
て


